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第４回地域主権研究会 会議録【要約】

●平成２２年３月２７日（土）１４時～１６時

●白兎会館２F｢飛翔の間・西｣

＜あいさつ＞

平井知事 皆様、こんにちは。

本日は、大変お忙しいところ水野先生、坂口先生、そして吉弘先生にお越しを頂きまして、最

後に多分なると思いますが、地域主権研究会を開催させて頂くことにさせて頂きました。今年度

秋から、この研究会を開かせて頂きまして、鳥取県発で私たちが「これなら妥当する｣と考えら

れます地域主権の理想像を描いてみようということで、委員の皆様には、ご協力を頂きまして最

終的な取りまとめの段階まで至りました。本当に皆様には、感謝を申し上げたいと思います。

今日、これから、事前に色々と調整をさせて頂いた素案をご覧頂きながら、ご意見を頂戴しよ

うということにさせて頂いております。神野スーパーバイザーにも別途お話をさせて頂いており

まして、その状況については林の方からご報告を申し上げると思いますが、もし可能であれば今

日、最終的にはスーパーバイザーと私どもの事務局とに一任をして頂きまして、最終的なものは

発表させて頂く段階へと進ませて頂きたいと考えております。制度の方は、地域主権改革がいよ

いよ本番に入ってまいります。夏ごろにおきましては、大綱をまとめようということを言ってお

ります。今、提案中の国会の方でもまずは、第一段階の見直しを出して頂いているところであり

まして、こういうことなどを含めてだんだんと地域主権の姿が固まってくるだろうと思います。

その際に、議論の一つとして鳥取県で提案をさせて頂きます、地域主権改革のひとつのアイデア

といいますか、理想像を出させて頂きまして、随時、政府側に働きかけをしていく材料にさせて

頂ければと思っております。本当の意味の地域主権国家とはどういうものか、それはやっぱり住

民などが地域のために役に立つ、そういう装置としての国・県・市町村の国家構造だろうという

ふうに考えます。そこでは、住民自治がきちんと作用しまして、身近なことを中心に、自分たち

が決められる、住民の皆様が決められる、地域のために決められるという姿を作ろうとしており

ます。その際に従来では、ひし餅型・重層構造になっておりました。市町村と県と国とが強固に

縦割りで結びつきましておりました。こういうふうに餅が重なっていたような状態をはがし、３

段ロケットのように国と県と市町村とで、住民の皆様にとって最大のパフォーマンスを得よう、

一番良い効率的な行政サービスを提供しようと、モデルを転換しようということであります。皆

様から頂いた詳細なアイデアが込められまして、事務局の方で、研究会の答申案として意見をま

とめさせて頂きました。

皆様の方で、ご議論をいただきまして、実りの多い会になればと期待しております。本日、限ら

れた時間ではありますけれども、活発なご意見を頂きまして最終的な素晴らしい案ができますこ

とを期待しまして私の方からの挨拶に代えさせて頂きます。どうか、よろしくお願い致します。
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林企画部長 それでは、今、知事の方から、申し上げましたけれども、神野先生が諸事情のた

めに欠席ということで、吉田委員もどうしても都合がつかないということで欠席ということで、

今日の議論も踏まえてまたあとでご報告をさせて頂きたいと思います。

今日は、第３回までの議論を踏まえ、そのあと委員の皆さんのご意見を伺ってまいりました、そ

の内容を、提案という形でまとめております。また、委員の皆さんとご意見をした内容について

も取りまとめておりますので、またこれもご報告を申し上げたいと思っております。本日、我々

に頂いた意見につきまして、意見を踏まえましてもう一度、その提案の内容について整理をいた

しまして、スーパーバイザー、それから我々の方で整理をさせて頂きたいということでございま

すのでよろしくお願い致します。それでは、さっそく議事に入らせて頂きたいと思います。地域

主権型社会の提案についてということで事務局の方から内容をご説明させて頂きます。

＜議事（鳥取県発地域主権型社会の提案について）＞

事務局 はい、鳥取県発地域主権型社会の提案ということで、その案につきまして説明をさせ

て頂きたいと思います。

前回の研究会以降、ご意見等を伺いまして修正をしておりますので、その修正した点等を中心と

致しまして説明の方をしたいと思います。概要という２枚もののものと案ということで作成した

ものを用意しておりますので、そちらの方を見ながら、ということでお願いしたいと思います。

まず案の方の、１ページのところで「はじめに」ということでページの中ほどに、アンダーライ

ンを引いておりますけれども、住民と地域のための地域主権改革を進めていく事、それから、地

方と国とを通じて効率的行政サービスを確立するための地域主権改革を進めていく事、それから

３つ目といたしまして、地域の自由と自立とを保障するための地域主権改革を進めていくという

事。こういった、この国、県、市町村がそれぞれの役割を明確に分担しながら連携するというこ

とで、最高の行政サービスに到達するような、３段ロケットのような行政スタイルをしていこう

という考え方でございます。そして、こういった提案を具体のものにしていくためには、地域住

民の行政への参加も必要ということで、住民が参加するスタイルでの新しい地域主権型社会を築

いていくために、それぞれの主体による取組を進めることが必要というまとめ方をしております。

続きまして、２ページ第一章のところでございますが、地域主権型社会のイメージということ

であります。「提言」というところを見て頂きますと、まず地域住民の選択のもとで地域のこと

は地域が決定していくということ。それから、県、市町村が行政サービスの責任者として徹底し

て行政を進めていく。国は、地方自治の保証人的な立場として位置する。それと、地域の自治組

織やＮＰＯへ業務の事務等を委託することによって、新たな公共が行政サービスを提供する。そ

れから、標準的な行政サービスが確保できるような新しい連携のしくみの構築。それから、地方

税財政制度の財源保障機能を強化していく。そういったまとめをしております。
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第２章が、国、県、市町村各行政主体の役割とそれぞれの責任の分担、そういったところをま

とめております。４ページに各行政主体の役割を考えるにあたっての基本的な視点ということで

基本的な考え方をまとめているところでございます。

まずは、先ほどの知事の挨拶にもございましたけれども、従来の「３段重ね(ひし餅)」型の行

政のスタイルから、｢３段ロケット」ということで、効率的でパフォーマンスの高い「３段ロケ

ット」型の行政スタイルへ持っていこうと、そういったことでそれぞれの各行政主体の役割とい

うのは、それぞれが重なり合うような、これまでの｢重層・重複型｣のスタイルから、分担して連

携していくような｢分担・連携型｣へと、こういった形で変えていこうという事。それから、国の

役割は国じゃなければできない仕事に限定をして、地方でできる仕事というのは地方で実施をし

ていく。それから、地域主権確立のためには、住民の責任と選択による自治運営が基本というこ

と。それから、市町村で対応できないものは県、県で対応できないものは国、といった｢補完性

の原理｣に基づいて、住民に身近な行政は住民に近い市町村で実施していこうというまとめをし

ております。具体的なそれぞれの国、県、市町村の役割といったことにつきましては、６ページ

のところでまとめております。

これまでの議論、それから皆様方から頂きましたご意見を踏まえまして修正等を加えたところ

でございますが、これまで市町村の役割という事で、例えば、環境保全でありますとか、産業廃

棄物でありますとか、食品行政、こういった部分に関しては、市町村の方でやってはどうかとい

う提案をしておりましたけれども、これらの環境保全、それから産業廃棄物、食品行政につきま

しては、県でやってはどうかという位置づけをしております。

それから、市町村の役割の福祉分野の始めのとこの生活保護の部分でありますけれども、ここに

つきましては、現金給付などに係る財源、これは国が全額きちっと保障していくという旨をはっ

きりと伝えるようにしております。

それから、医療政策の関係でございますが、これまでは県の仕事ということで、県の役割という

ふうに位置づけておりましたけれども、医療政策につきましては、国民健康保険ですとか、後期

高齢者医療制度、あるいは地域医療から高度医療までをそれぞれ提供するといったこと等ござい

ますので、医療政策につきましては、国、県、市町村がそれぞれの役割をもって取り組む、そう

いった分野ということで整理をしております。

それから、福祉の分野につきまして、これまでは障がい福祉でありますとか、児童福祉の分野に

つきましては、市町村の仕事ということで特化して整理をしておりましたが、そういった分野の

中におきましても、高度な専門性を要する分野もございますので県の一番下のところにあります

けれども、福祉の中でも高度専門分野ということで障がい福祉、児童福祉にかかる高度な専門性

を要する分野、これにつきましては、県の役割ということで整理をしてはどうかという形にして

おります。

こういった、役割分担を再整理をいたしまして、資料でいいますと７ページ以降に具体的にそう

いったことにつきまして定義をしております。

７ページの括弧の２、「大胆な事務の地方移管と地域主権型行政体制の確立」ということで、



4

大きく２つの要素につきまして、この中で定義をしております。一つは、「大胆な事務の地方移

管」ということで、国の出先機関が原則廃止されるということを踏まえまして、国の出先機関が

やっているもののうち、基本的には原則地方の方で対応できるという考え方で、そういったもの

を地方で対応するという定義をしております。ただその際に、国の出先機関の事務の移管に伴っ

て必要となります「人」、あるいは「財源」そういったものは国が確実に措置をするということ。

それから、地方の自由度が高くなるように、義務付け・枠付けを見直すということ。こういった

ことにつきまして、定義をしていくといくところであります。それから２つ目の要素が、地域主

権型行政体制の確立ということで、県と市町村との役割分担につきまして整理をしております。

この定義にあたりましては、補完性の原理をベースといたしまして、整理をしておりまして、市

町村は主に住民に身近な「人に近い行政」を行う。県は、主に、基盤づくりでありますとか、産

業あるいは、広域行政等、それから先ほどの高度な専門性を有する福祉に関する分野について県

の方で対応するというふうにしております。

それから、現在、市町村が担っております医療保険の分野につきまして、国において一元化をし

まして、国が財政の最終責任を負うという形に整理をしております。１３ページ、１４ページが

国の出先機関の事務の地方への移管につきまして、それから１５ページ以降が各行政分野を担う

主体につきましてそれぞれ整理をしていきたいと思います。この１５ページの一番下ですけれど

も、障がい福祉、それから１６ページの上の児童福祉につきましては、高度な専門性を要する分

野につきましては県が実施をする、こういった定義をしているところでございます。それから１

７ページの一番下でありますけれども一般廃棄物、資源リサイクル、産業廃棄物という部分であ

りまして、産業廃棄物につきましては、市町村ではなく県の方で対応をするという定義をすると

ころでございます。それから同じく、１７ページの上の方、医療政策・病院というところがあり

ますけれども、医療政策につきましては、国民健康保険等に密接に関係いたしまして、または国、

県、市町村が地域医療から高度医療まで、それぞれの必要性の観点から公立病院を設置する、そ

ういった分野であるので、それぞれの主体が実施をするというように整理したいと思います。次

に２１ページになりますけれども、個別の分野に係る役割分担の検討ということで、特にこの研

究会におきまして、分野を特定しまして検討、研究して頂きました部分につきましてまとめてお

ります。まず一つ目が、医療保険の分野でございまして、医療保険につきましては、国の責任の

もとで全ての医療保険制度を全国レベルで一元化をして、国民皆保険を堅持する、そういった提

言をしてはどうかということでございます。２つ目は、介護保険の分野でございます。介護保険

につきましては、県が保険者となって県下全域で保険料が安定化するよう制度化する、そういっ

た提言をしてはどうかということでございます。その際、介護保険料を県下一律同額でいたしま

すと、現在市町村で行っております介護予防の取り組みでありますとか、提供するサービスの違

い、特に介護予防の取り組み、それに一生懸命取り組むことによって、介護保険料が安くなると、

そういったインセンティブを働かせることも必要ではないかといった点について考慮して、保険

料を設定することも検討が必要ではないかということにしております。次に、教育委員会と義務

教育の関係でありますけれども、市町村が教職員の給与を負担するという形で現在から仕組みを
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変える。その際、教職員配置を広域的に進める観点から、人事等につきましては、県が持つとい

う形の整理であります。それから、教育委員会制度でありますけれども、教育委員会は廃止をし

て、首長部局の方が教育部門を所管すると、ただし、その首長部局をサポート・監視強化するた

めに附属機関を設置してはどうかという提言内容でございます。ただ、当面の対応と致しまして

教育委員会の必置規制を外して、任意設置するということも結果的に考えてはどうかと整理して

おります。それぞれの具体的な検討資料を、２２ページ以降で記載をしております。続きまして、

２７ページが自治体間パートナーシップ等による執行体制ということで、具体的にどういった形

の執行体制を構築していくかと、そういった点につきまして記載をしております。「提言」とあ

るところの大きな１番（１）基礎的自治体である市町村の執行体制の確保・強化、市町村間の事

務の共同化のところに書いておりますけれども、問題意識といたしまして現在、制度化されてお

ります、事務の共同化の手法である一部事務組合でありますとか、広域連合、地方自治法上は特

別地方公共団体と位置づけられておりますけれども、設置の手続きが複雑・厳格でありまして、

実際に事務をするにあたりましても機動性に欠ける、そういった点があります。一方、同じく法

律上制度化されております協議会でありますけれども、こちらは使いやすい反面、この協議会に

は、法人格がないという点がありますので、許認可等の事務を行う主体としては、なじまないな

どの課題もあります。地域主権型社会におきましては、簡素で効率的な共同事務処理組織の創設

が必要ではないかと、こういった問題意識をもっております。

こういったことを踏まえまして、２９ページにございますような、簡素で効率的な「中間的な自

治体」、いわば、ハイブリット型のサービスを提供主体というような、事務執行連合といったも

のを提言してはどうかというような整理をしております。県と市町村、市町村間での共同事務処

理を行うための仕組みと致しまして、新たに、ハイブリッドサービス提供主体と致しまして、中

間的な自治体を提案しようということでございます。この中間的な自治体には、法人格を持たせ

まして、ここが許認可等の法的な主体になると、そういった新たな制度の提案ということでござ

います。税財政制度につきましては、３１ページ以降に整理をしております。３１ページの括弧

の１、地域主権型税財政制度への移行、こちらの部分が、税財政制度についての総括的なまとめ

をしているところでございます。まず一つは黒丸のところでございますけれども、地域固有の権

利として、全国どこでも標準的な行政サービスを保障する地方税財政制度が整備されることが大

前提だということ。それから、そのために地方税、地方交付税、一括交付金などを含めまして、

段階的に財税政制度を充実強化していくことが必要不可欠であるということ。それから、国民負

担と公共サービスのあり方等に関する議論を踏まえた上で、税制の抜本改革でありますとか、財

政調整機能の強化でありますとか、財源確保策の検討が根源的な課題であると、こういった整理

をしております。具体的に、それぞれの項目等につきまして、３３ページ以降にまとめておりま

す。まず、３３ページが地方税体系の再構築ということでございまして、地域主権にふさわしい

地方税財源確立に向けた税体系の抜本改革を実施するということで、ひとつは、今後増大する行

政需要を賄うために、消費課税における地方消費税の割合を大幅に高めるということで、国と地

方の消費課税の割合を１：１にすること、こういったことを盛り込んでおります。
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それから、今後ますます必要となる環境対策への地方の役割、こういったことを踏まえ、地方環

境税を創設する、こういったことを盛り込んでおります。次に、３５ページであります。地方共

有税など財政調整機能の強化ということでありまして、国から地方への税源移譲にあたりまして

は、単純に地方税への税源移譲だけがされますと、鳥取県のような地方にとって不利になる、格

差が拡大するというふうになりますので、財政調整機能の強化をセットで実施するということを、

求める必要があるということでございます。それから、地方財源の健全な確保のために、国民議

論を踏まえた税制の抜本改革が必要であるということ。それから、財政調整につきましては、都

市と地方の民間資本による社会的インフラ整備の寄与度の格差でありますとか、経済的な不効率、

環境への影響などを低減し、国土の均衡ある発展の観点からも必要と、こういったことでまとめ

ております。最後は、３７ページで一括交付金、地域主権交付金に関してまとめております。一

括交付金につきましては、地域主権交付金と致しまして、最終的には地方の一般財源に移行する

ということ。それから、一括交付金化に際しましてスリム化等を理由とした削減を行うことなく、

また、制度化後も経済情勢の変化等によりまして所要額との乖離が生じる場合には、国において

きちっと予算措置を講じるなど総額を確保することが必要だということ。一括交付金の配分にあ

たりましては、団体ごとの事業量に応じた配分と、事業に必要な費用に地域で差があることを反

映した配分が可能となる仕組みを合わせ持ったものをルール化するという必要があると、こうい

ったことを整理しております。資料の説明は、以上で終わります。

林企画部長 続きまして、各委員さんから頂いたご意見等をご説明しようと思いますけれども、

先ほど知事の方からもお話がありましたが、神野先生にも事前にお話を伺いました。まずは今、

国で地域主権の取組みが進んできている中で、住民の目線での地域主権というものを進めていく

必要があるということで、この提言につきましても、国、県、市町村の関係というものを、どう

いう姿を描くのかということをしっかり示す必要がありますね、ということでした。少し県の方

が、なんぼか受け持つようにと考えたものですから、そうした部分で整理する必要がありますね、

というお話がございました。それから、現金給付は、国でという考え方で常にお話を頂いており

ますが、生活保護の中でも給付のものがあるということで、これについては整理をしておく必要

があるのではないかというお話がございました。それから、医療の部分で国に一元化をするとい

うことにつきまして、医療政策、病院については、国も持ってるし、都道府県も持ってるし、市

町村も持ってる、それはそれぞれやっぱりいるんじゃないだろうかということで、全て県にして

いたものですから、どうかというようなお話があったところでございます。そういったことも踏

まえまして、他の委員の皆さんの方からも同様のご意見を頂戴致しております。その整理したも

のを、また続きましてご説明をさせて頂こうと思います。

事務局 一枚もので提案の取りまとめにあたっての研究メンバーからの意見とその整理、対応

等についてという資料を用意しております。それぞれにつきまして、簡単に説明させて頂きたい

と思います。今回の取りまとめにあたりまして、頂きましたものに関しまして、意見等それぞれ
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について、今回事務局の方で案ということでお示ししたものとの整理、そういったことをダイジ

ェストでまとめております。まず、一つ目でありますけれども、各主体の役割分担につきまして、

融合型的な部分を増やしていくと、結局今と変わらなくなる。これは神野先生がこういったスタ

ンスでご意見をいただいております。これにつきましては、今回提案します役割分担、「３段ロ

ケット型で国、県、市町村の役割を明確に分担した上で、連携する姿を表したもの」という形で

定義をしております。それから、二つ目でございますけれども、住民目線・住民との関わり、あ

るいは、ＮＰＯの位置づけ、そういったものがどうなるのか、あるいは、見えにくい、こういっ

たご意見を頂きました。これにつきましては、案の冒頭の「はじめに」の部分におきまして、提

案を具体なものにしていくために、地域住民の行政への参加、そういったものも必要であるとい

った旨を記載をした他、今後、県・市町村ともにＮＰＯや地域自治組織との具体的な連携体制を

築いていくこと。それから、住民参加によるサービス提供の体制整備が必要であること。こうい

ったことからＮＰＯにおきましては、専門的な知識や技能を活かしまして、高齢者や障がい者の

方への福祉サービスや普及啓発事業などが想定される、そういった旨を記載したところでござい

ます。それから、３つ目が生活保護の観点ということでございますけれども、現金給付が国の仕

事という観点からいくと、生活保護が市町村の役割となっているのはどうかというご意見がござ

いました。この部分については、現金給付等に要する財源は国が全額を保障する旨を記載したと

ころでございます。それから、４つ目で医療政策が県の役割となっているけれども、国・県・市

町村がそれぞれ公立病院を持っているように、各主体に関わりがある分野ではないかと、こうい

ったご意見がありまして、これにつきましては先ほどご説明致しましたように、それぞれの主体

がそれぞれの必要性や観点から、実施をするというこういった整理を致しました。それから、５

つ目でありますけれども、県が介護保険の保険者になると、市町村が介護予防の取り組みに力を

入れるインセンティブが働かなくなるということで、介護保険料の段階を分けるなどの対応が必

要ではないかというご意見につきましては、市町村の介護予防の取組等を考慮して、保険料を設

定することを検討する旨を記載をしたところでございます。次に、医療保険につきまして、命を

守るということは、全国どこでもまず対応しなければならないということで、この医療保険の分

野につきましては、地域で命の格差が生じないよう国が責任を持つべきと、この点につきまして

は、国の責任の下、全国レベルで一元化をしようという整理をしたとこでございます。それから、

介護保険につきまして医療保険と同様に、保険者として国で一元化する、そういったことを考え

てはよいのではないかという意見がございました。医療保険につきましては、命を守って全国ど

こでも医療サービスを受けることができるそういった制度であるのに対しまして、地域において

介護サービスを提供する介護保険は、地域との関連性が強いということで、市町村により近い県

段階での一元化が妥当ではないかという形の整理をしております。それから８番目でありますけ

れども、産業廃棄物行政につきましては、当初整理をしておりました。市町村が担うといったこ

とが難しいのではないかということで、これは県が実施をするというふうに整理を致しました。

９番目で、産業振興・観光振興につきましては、市町村においても、地域おこしや町づくりとし

て、取り組んでいるということで、広い範囲では県の役割とした上で、県との連携した取り組み
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が必要と意見がございまして、産業振興・観光振興の分野におきまして、県の役割としながら、

市町村が主体的に取り組むべきまちづくりに関連する分野、これは市町村が実施するといった形

の整理を致したところでございます。次に、１０番目でありますが、国の出先機関が行う事務の

うち、金融行政に係る検査など、専門性が高くて、経験年数を要するような業務につきましては、

地方が行うのになじまないのではないかという意見が分かれました。こういった専門性の高い事

務につきましては、国から事務の移譲を受ける際に、専門的知識を持った職員の受け入れのほか、

地方共同による体制の構築とか、外部への委託とか、こういったことについても検討する、こう

いったことで整理をしております。それから、農地転用につきましては、県の役割となっている

けれども、市町村の役割でよいのではないかないかという意見がございました。これにつきまし

ては、産業分野の一分野としての農業ということで全県における農地のあり方に関わる分野であ

ることから、県が実施をしますが、まちづくりの観点から、小規模な農地に係る農地転用は市町

村が実施するという形で整理をしております。それから、教育につきまして、形骸化している教

育委員会は、当初は、任意設置のような中途半端な形にするのではなく、廃止してしまうべきと

いうご意見がありまして、これにつきましては、原則といたしまして、教育委員会を廃止をして、

首長部局が教育部門を所管して、そのサポートを教育機関が行う、そういった整理をしておりま

す。

それから、１３番目といたしまして、中間的な自治体につきまして分離型ということで、県と市

町村との役割を分離するということを前提としながら、新たな融合型の形態をもつものをつくる

のではないか、あるいは、国と県との間の中間的な自治体というものを考えてみてもよいのでは

ないか、こういった意見がございました。前者につきましては、中間的な自治体につきましては、

各主体の役割を分担した上で、必要な連携を行う手法の問題として中間的な自治体を提案すると

いうことなので、新たな融合型の形態という類のものではないという形で整理をしております。

それから、この中間的な自治体は、地方における事務の共同連携手法として考えておりまして、

国と県との間におきましては、事務を受託する、そういったもの等を基本として考えるというこ

とで整理をしております。

それから、国有林の関係でございますけれども、県が管理すべきということにつきましては、国

有林は、県が管理するものという形で整理をしております。それから、最後でありますが、事務

の共同組織につきまして、一部事務組合などは動きが鈍い、団体間で温度差があると進まないと

いうことで、もっと起動的に動ける仕組みが必要ということで、こういったこともございまして、

ハイブリットサービス提供主体であります、事務執行連合を提案しているということでございま

す。以上でございます。

林企画部長 はい。本日の概要につきまして、説明をしたところでございます。それでは、委

員さんの方からそれぞれご意見を賜れればと思います。よろしくお願い致します。

坂口委員 よく整理ができていると思います。たしかに、補完性の原則と身近な行政サービス
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は身近な自治体がするというのは本当にすばらしいことだと思います。そういう中でひとつ思い

ますのは、この鳥取県という一番小さな県から発信する地域主権のあり方ということですけれど

も、各自治体を見てますと、やはり規模の大きさだとかさまざまな違いがありますよね、米子市

があれば日吉津があるというように。そういうことを深く整合性をとらせようとして中間自治体

というようなご提案がされていますが、元々のスキームを変えないで、今のスキームを何とか準

用して地域主権型の提案をなさっておられますので、本質的には、基礎的主体な考え方である程

度、自治体として必要な規模であり、人口であり、財政規模であり、サービスであり、こういう

のがあると想定された中での、役割分担という考え方というのもあっても良かったのかなと思い

ます。それと、この提案を今後どう扱っていかれるかということで、多分これは、鳥取県発であ

るから当然、鳥取県は、この方向に向かって県と各自治体との関係をそれなりに変えていかれる

と解釈するんですが、どのようにロードマップを持って、県と自治体との関係を修正していかれ

るのかを見れたら嬉しいかなと思います。高度な専門性を持っているものについては、県がした

方が良い、そのとおりかもしれません。しかし、そうしていくと、色んなところで曖昧になって

いく部分があるのではないか、そういう分類型で、はっきりある程度けじめをつけていくやり方

の方がはっきりして良いのかな。それは、住民の意思で住民が「こういうことをしてほしい」と

まず行政に伝える仕組みができて、でも「この規模では、そのことに関してできないですよ」と。

それは住民が判断していく、住民の責任という者を発信していく効果もあるのかなという

感じが致しました。

内海委員 だいたい、これまでの論点について大変良くまとめられているなという感じがしまし

た。特に、あの住民視点という時点で、「はじめに」のところが分かりやすくありまして、「はじ

めに」というところで大変よくまとまったかなという感じがして、随分気になることを言ったこ

とに対して、適切に今日を迎えることができてありがとうございます。それから、教育委員会の

ことでございますけども戦後６０年が経って、団塊世代が２７０万人くらい生まれた世代がいた

ころの教育と、今や１０８万、１０９万人しか生まれない、鳥取県でいったらせいぜい１万３０

００人しか生まれない、小さなとこですと、一年で１１とか１２でしか子どもが生まれないと、

その中で一学校やっても６０人・７０人しかいない、そういうところが教育長や教育委員会を持

ち、それで果たして子ども視点になるかなということ、それなら教育委員会をスパッと辞めた方

がいい、いつまでもそういう社会環境が全く変わっているのに、ここだけが一歩も動いてないと

いう、それで昨日の夜にですが、東京が土曜日にですね、もう授業を始めようと、「いいよ、俺

がやるよ」と言ったらですね、大阪の橋下知事がですね、大阪もやったらどうだと言ったら教育

委員会がノーと言ったんですね。やっぱり、教育委員会って、色んな利害関係者が夜間協議した

らですね、一体誰の協議になるかよく分からなくなるんですね。やっぱり、混乱しちゃうんです

ね、子どもという単語が出ると。もう、いっそのこと廃止した方がすっきりしていいんじゃない

かなと思ったりします。ここのところだけは、中途半端になることは、辞めた方いいかなと思い

ます。もうひとつ住民自治ということは大変よくわかりましたけれども、実は、この３０ページ
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のこういう図式がございますが、県や市町村が直接住民に委託をする、それから連携してするサ

ービスと、もうひとつは、新たな公共ということで地域住民との連携と、こういう図式になって

おりますけれども、今度の地域主権というのは、「はじめに」とありますように、住民が主体の

地域主権ですよとなるとこれは、どこかに行政の下請けとして委託を受けるのではなくて、共同

のパートナーとしてというところが、いわゆる図式ではこうなっちゃうんでしょうけども、横に

書けませんから、ただＮＰＯその他に委託をして、やはり行政と下請け機関で仕事をするという

認識をやっぱりここはもうなくしてもいいんじゃないか、逆にこの部分は私たちが行政とパート

ナーとして共同でやりますよ、という形のものかなというところだけ、もうひとつ気になったか

なというところでございます。今度の地域主権は少なくとも行政の下請けではない。それから財

政の問題でいわゆる地域間格差、地方格差というものをきちっと是正するということを明確にし

ておかないとですね、時間が経つと地域のエゴというものができましてね、何で俺たちのところ

の金を持っていくんだ。妙な地域の要求というものが強く出てくると、鳥取県みたいに全部もら

ったって足らないところは困ってしまうので、強く打ち出してほしい。東京などは違った行政サ

ービスをやってましてね、こんな不公平はない。そこんとこは、やはりここは国が責任をもって、

きちんとしておいて欲しい。ただ、私は地域主権とは最終的に行政サービスのスリム化というこ

とになるんじゃないかな、という点で、単に今あるものがこうばらばらになりますよ、というの

ではなくて、最終的には、行政サービスが住民と一緒になることによってスリム化するんですよ、

ということになって初めてこの地域主権というものが活きてくるわけで、そこのところというの

はなんとなく私たちは、スリム化になるということが非常に大きいポイントかな、と思ったりい

たしております。最初は、よく分かんなくて、とんちんかんなことを申し上げました。でも、ず

っとこうやって色々と聞いていまして、時代ってこういう具合に動いていくのだな、と大変よく

分かりまして、私が少なくとも、残された仕事をしていく上で、ひとつの大きな方向付けができ

たな、と思いまして大変ありがたかったかなと思いますし、私は、よくジェット旅客機みたいな

高さで飛ぶ知事や神野さんと、失礼ながらせいぜいヘリコプターで一生懸命やっている亀井さん

や我々地上軍でべたべたやってる者との意見を、なかなかきちっとこういう具合にまとめられて、

企画というのはすごい賢い人たちの集団だな、と今やヘリコプターはジェット旅客機の高さを飛

べるようになったかなとそんな冗談をよく言うんですけど、私はよくこれだけパラパラパラパラ

した意見をまとめられたなと思って、部長さん以下、大変敬意を払います。私は、大変勉強にな

ったことをお礼を申し上げます。ありがとうございました。

水野委員 素案を見させていただきましたけど、皆さんおっしゃっていらっしゃいますが非常に

よくまとめていただいておりまして、ヨイショするわけではないですけども鳥取県には優秀なス

タッフがたくさんいらっしゃるなとつくづく思いました。

私は公益法人の代表として今回出させていただいているわけですけども、これから県の財政も非

常に厳しくなっていくと、さらに鳥取県というのは全国の中でもボランティア参加率がトップだ

というような、嘘かホントか知りませんけども、そういうことを聞いております。
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（林企画部長 ホントです）

水野委員 ホントですか。そういった中でさきほど行政のスリム化という話もありましたけども、

私も一般的には公共サービスというものは行政がして行政から受けるものだ、という認識が強い

わけなんですけど、やはりいかにこれからＮＰＯをはじめ、そういった団体が行政サービス、公

共サービスの一端をどれだけたくさん担っていけるか、ということが大きなポイントになってく

るじゃないかなと思いました。事業、まちづくり、これがこれからの地域主権のほんとに大きな

ポイントであるのかな、と思っております。そういった中で、ＮＰＯ等が公共サービスを担うシ

ステムというものをもう少し明確に、システムがわかりやすくできてくると色 「々こんなのなら

我々の団体もこういったことが担えるのではないか、我々の力でこういったボランティアが出来

るのではないか」ということがわかって、積極的な市民のまちづくりへの参加というものももっ

ともっと進んでくるんじゃないかなと思いました。

地域主権というのは、やはり地域のオリジナリティというものをだして、他の地域といかに差別

化を図っていくかということが重要であると思いますので、そういった鳥取県民の特性なんかを

うまく使って特徴のある地域づくりをしていく、ということを活かすといいんじゃないかと思っ

ています。

ＮＰＯというと県から補助を受けてという認識がありますけれども、補助を受けてというよりも

補助から県との契約、補助から契約、県と契約をして予算・報酬を受けて公共サービスをしてい

く、というその割合が大きくなってくれば、もっともっとＮＰＯというような団体も公共サービ

スを担うような団体に成長していけるんじゃないかなと思いました。

吉弘委員 私も事務局さんと一緒に色々話をさせていただきながら今回、案のところでご無理を

言ったりしながら、まとめに少しだけ参加させていただきましたので、非常にこうやって完成さ

れてるのを見てですね、すばらしいものができているな、と感じたのと同時に、若干こう言って

おけばよかったな、と今考えてしまってですね、今もう盛り込むのはちょっと難しいとは思うん

ですけれども、一点ばかり、そういえばこれもあったらよかったなと思ったことがありまして、

それをお話しさせていただこうと思います。

一つですけれども、教育に関しては少し書いてあるんですけど、教育とか金融行政とかそういっ

たときに、人事、人の異動について意外とふれてなかったな、と。ポイントポイントでふれらて

いるんですけれども、例えば行政サービスを柔軟化するというときに国からモノと行政権限が降

りてくるんですけど、人の異動をどうするか、ということを整理したほうがよかったかなという

ふうにふと思ってですね。つまり、それを担保できるような人材をどういう風に確保していくの

か、それがどういう配置権があるのか、というそういうところを実は配分を変えたときに重要な

論点としてでてくる可能性があるな、と思いました。部分部分ではポイントでふれられているん

ですけれども、実は独立した節としてそういう項目があってもよかったかな、ということを遅れ

ばせながら今話をさせていただきました。
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あと、内海会長なり水野理事長なりがおっしゃられていたところでいうと、住民の参加、ＮＰＯ

参加がある、一つ言えばこれは住民の直接的な行政への参加であるわけですけれども、住民の参

加の方法としては、往々にしていつも平井知事がおっしゃられてきたガバナンスをどういう風に

きかせるか、という点で言うと間接的なチェックの参加とかですね、そういったところが重要に

なってくるのかなと。つまり、もちろん投票制度がありますから、その直接的な投票制度がある

んですけれども、住民と直接的に連携していくとどうしてもさきほど内海委員が言われていたよ

うに、下請け的になってしまうんじゃないかという危惧をどういうふうに払拭するかというのが

重要な論点で、連携している関係の中に問題がでてきたときにどうやってそれをちゃんと解決す

る場があるのか、とかそういったものをしっかり担保することによって、住民の直接的な参加と

間接的な参加というものをしっかり効かせる、ガバナンスを発揮させる、というところがあるの

かなと思いました。

簡単ですけど以上であります。

平井知事 私も委員のほうとしてですね、割と好き放題言わさせていただいたことでして、事務

局の皆さんには大変ご迷惑をおかけして、この場でお詫びを申し上げたいと思います。内海先生

がおっしゃるように空中戦ということではなかったと思うんですけども神野先生が非常に理論

的な整理をされ、それから皆さんそれぞれのお立場から建設的なご提案が盛り込まれ、分析が入

り、そしてこうして一つの案が出来たことを感謝を申し上げたいと思います。私からも何点かで

すね、ちょっと申し上げたいなと思いますが、最終的にはこれから取りまとめたうえで世の中に

出していく、その出し方もですね、また皆さんとご相談させていただきながら事務局で考えても

らう必要があるなと思いました。

まず、今皆さんのお話とも関連するんですけれども、坂口委員がおっしゃたようにですね、こ

れからどうやってこれを扱っていくのか、というところですが、私も今改めて見させていただき

ますと、このレポートの性格が今ひとつはっきり出ていないなというふうに思います。

「はじめに」の中なのか、あるいはその前にもう一つ「序」があってもいいのかもしれませんけ

ど、これは地域主権の理念型を作る、ということだと思うんです。これから国で議論がなされま

す。その時に、鳥取県の地域主権研究会ではこういう提案がありましたね、と、後々に参照して

もらってこれからの地域主権の考え方のうち一つの理念型を示すものだと思います。

そういうことで私たちは地域主権の実現に向けて、こうしたメッセージを出させていただいた、

ということだと思います。そのことを一番最初のところにきちんと書くべきではないかな、思い

ました。

ロードマップについてはですね、これをこれから皆さんの案として世の中に出していくわけであ

りますが、出来れば神野先生にもスーパーバイザーとしてもう一度手を入れていただいてですね、

今日のご意見も含めた案をもう一度皆さんと事務的に共有させていただいて、順次相談させてい

ただいてですね、そしてどこかの日付で発表すると、公表するという段取りを組むべきではない

かと思います。それを国の方の地域主権の戦略会議だとかそういうところに我々として提示して
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いくといいますか、提案していく。そういうことで国全体の議論に影響を与えるのが一つだと思

います。

あともう一つは坂口委員がおっしゃったように、この中で例えば国の出先機関を廃止しなけれ

ばできないようなことだとかは一杯ありますので、そういうのは国の制度改正にどうしても連動

するわけでありますが、ハイブリッドサービスの提供というようなですね、委員もおっしゃるよ

うに規模の小さなものと大きなものとが混在していますので、特に規模が小さなところで過渡的

なことかもしれませんが、ハイブリッド的にですね、県と市町村が合同してサービス提供をする、

というようなことは順次実現していけばいいんじゃないかと思います。

その他、市町村と色んな役割分担で県と市町村の間で話ができること、例えば医療保険の問題

だとかですね、介護保険の問題だとか、これは部分的に実現可能ではないですか、というような

議論になるようにですね、そういうことはやっていけばいいのだろうと思います。

それから、あと次に内海委員、水野委員、吉弘委員のほうのお話し、なるほどなと思います。

私も同じ意見を感じていたんですけども、住民が主役である、それからＮＰＯなどがこれから輝

いてですね、パートナーとしてやっていくんだ、というそこがまだ今回の報告案の中には十分出

てないんじゃないかなと思いました。例えば３０ページの内海委員もおっしゃるような図表の作

り方も、これはいかにも下請け的に確かに書いてありまして、やはり住民とそれから少なくとも

左右かもしれませんけど住民と行政、地方行政とかですね、お互いが相互作用しながら対等の立

場で地域を動かしていくんだよ、というそういういい案をですね、この際確認して世の中に提案

していくべきではないかと思います。その際、今、吉弘委員や水野委員からも具体的な話があり

ましたけれども、どうやってその住民のセクターがきちんと動けるようになるか、そのための手

立てをもうちょっとこの我々の提案の中に書いてもいいんじゃないかなと思いました。例えば新

たな公共として位置づけられるわけでありますから、寄付金に対する税制上の措置を講じるとか

ですね、これはもちろん国が応じなければならない提言だと思いますが、そういうものであると

か、補助のやり方ひとつとっても、従属関係ということではなくて、パートナーパートナーだと。

吉弘委員がおっしゃるようにガバナンスの関係からして、相手方も下請けとなって動くのであれ

ば、結局行政側が用意したスキームがうまく合わないということがでてくるんだと思います。そ

のときに調整するような仕組みを県庁なりあるいは市町村なりで、内在的にもっと必要であるか

もしれないと思います。そういう住民やＮＰＯと共同でやっていくための行政体制自体を変えて

いくという仕組みづくりですね、これがもう一つ出てくると地域主権の意味がもっとはっきりし

てくるんじゃなかいかと思います。

それからあとは、若干細かいことも色々ありますけれども、それはまた事務局の方と話をさせ

ていただこうと思いますが、全体を通してみて、もっと読みやすいかたちにしていく方がいいの

かなと思いました。例えば、３段ロケット型っていうのも我々の提案として出していくのであれ

ば、それをアピールするように作っていったほうがいいのかなと。タイトルなんかもそうであり

ますけれども、「鳥取県発地域主権型社会」といっても何のことかよくわからないですよね、全

国の人には。「鳥取県発」とつくと全国の人にとっては値打ちが下がっちゃうと思うんです。む
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しろ３段ロケット型、住民主役の３段ロケット型の地域主権提言、とかですね、タイトルなんか

も工夫したほうがいいのかなと思いますし、この文章だけでなくて、視覚的にわかるような、そ

ういうマンガ王国鳥取でございますので、もう少しわかりやすい表現でやったほうがいいんじゃ

ないかなというふうに思いました。

それからあと、別のことで色々医療とか介護とかですね、教育なんかで議論がございました。そ

の辺は委員のご提案とか神野スーパーバイザーのお話も踏まえて修正すべきは修正していけば

いいんじゃないかなと思います。確かに教育委員会のところは中途半端な制度になっていますの

で、そこは中途半端ですよということを明らかにしてですね、それで廃止なら廃止ということで、

打ち出すなら打ち出して、ただ、それについてこういう補助的なことを考えましょう、というこ

とで整理をしたほうがわかりやすいのかなと私は思います。随所そういうところがありまして、

坂口委員がおっしゃたように、住民分離型なら分離型で記述したほうがすっきりするということ

だと思います。私もそうだと思います。書いた上でただ規模の問題だとかがあって、当面、県と

市町村が共同でやるような場合にハイブリッドサービスを提供する、と。そういうふうに論理的

にわかりやすく整理をしたほうがいいのかなというふうに思いました。

あとですね、全体を通じまして、資料のものと文章の部分が混在しているとかえってわかりに

くいのかなと思いますので、ブックレットはブックレットだけにして、それに資料編がつくよう

なものにするとか挿絵的に挿入するとか、ヒントを外に向かって公表するときまでに、神野スー

パーバイザーともよく相談しながら整理していってはどうだろうかと思います。

林企画部長 各委員さんからご意見頂戴いたしました。今、知事の方からもお話がありましたけ

れども、いただいた意見をまた盛り込んで、出来るものも盛り込んでご覧いただきながらスーパ

ーバイザーとも相談して作っていきたいというふうに考えておりますが、また皆さん方、今のを

含めてご意見はございますか。

坂口委員 知事のおっしゃったとおり、この提案書をどこにどうやって出して、という最後の成

果を得るかということを考えたうえで、なんとなくそうじゃないかもしれませんけども、鳥取県

で考えた中での地域主権のあり方、みたいなとこを感じるところがあるので、普遍的な、例えば

日本で一番小さなところからこうあるべきだ、こうあるべきの地方地域主権のあり方、みたいな

形の考え方が一本芯が入っていれば、皆様方に非常にわかりやすいかたちになるのじゃないかな、

と思います。なんとなく、ああいう場合はこうやったほうがいい、というようななんとなく対処

療法的な書き方があるようなところも感じるところがありますので、そんな意見でございます。

林企画部長 分担しながら連携ということで、ちょっと専門性のある部分とかでですね、そう

いうことで県にといようなことにしておりますけれども、今各委員さんからお話もありましたよ

うに、基本線はこういうことだ、というふうに示しながら、ただ、実態として小さなところとか、

あるいはさきほど吉弘委員さんからもございましたけれども、人材面で高度なものについて人材
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の確保をどうするのかという点があるから連携してやっていくとかですね、そういうような整理

をしていきたいと考えております。

内海委員 実はこれ、読むのってほんと大変なの。最初から最後まで読むのは。そういう点で今

マンガ王国とおっしゃったんで、言ってみるとこれのミニ版というのがあってですね、こんなも

のか、ということがわかるものが、とてもじゃないけど読むのが大変でございます。それともう

一つ、これは一つのモデルだと思えばですね、あまり現実のものを考えすぎますとですね、どん

どん下に向かって妥協してしまってですね。正直言いますと私はよくかみさんに現実的なことを、

こんな場合どうするんだ、とやってるとですね、これは今と変わらないものができちゃう。いわ

ゆる新しい地域主権がこんな形になりますよ、と。これはこれでですね、そういう展開で私は非

常にいいかなと思います。それをやらないと市町村にこれを持っていきますと、現実にはできま

せんよと。これでは全く進まないわけであって、新しい時代になって新しい考え方で、もう古い

のをやめよう、これがこれからの時代だよ、ということをですね。これはこれで下の方をみない

で作られてもいい。ただ、もうちょっとわかりやすく、知事ももうちょっとわかりやすくとおっ

しゃってたけど、ガイドブック的なですね、ああこんなことになるんだな、ということがまず。

これほんとは大変なんですよね。

吉弘委員 わかりやすさという点が議論の一つ、論点になってるんじゃないかと思ったんですけ

れども、そうすると我々は行政サイドに近い人間でもありますけれども同時に市民でもあるわけ

で、そうすると市民の方が暮らしていくうえでどんなこの地域の変化というもの、こうなってく

るとこんなに変わるんだ、ということわかりやすく伝えるということが重要になってくるのかな

と思います。ですから例えば、今までの街中での活動をされてる方とか、ただ暮らしてる方とか、

あるいはお子さんを持ってる方とか色んな方がいると思うんですけども、そういう人々の暮らし

に、こういう新しい我々が提案していく、鳥取県型地域主権が実施された場合はどういう豊かな

社会になるのか、ということを書かれるというのは一つのアイディアなのかなと思いました。

水野委員 初めから字が多いなあと思ってて、あまり言うと恥ずかしかったんで口に出さなかっ

たんですけども。もちろんこの提案というものをですね、国に出して、これからの国での地域主

権というものの議論の中に影響力をですね、及ぼせるような持って行き方をしていただきたい、

ということ、これはほんとに重要なことでもありますし、また、この提案をですね、住民の人た

ちと一緒に議論していって、これをたたき台にして議論していって、これからの世の中というも

のはこういうふうに動いていってですね、今までは国からおりてきたものを受け入れるのみであ

ったんですけども、これからはやはり自分たちの頭を使って考えて、結論を出して、そしてそれ

に責任を取っていかなければならない、という時代にこれからなっていくんだということをこう

いったものを通じてですね、市民と一緒に議論をしていく、ということも同様に、国にアクショ

ンすることと同様に重要なのではないかなと思いました。そういった中でこれはこれとしてです
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ね、いいのかもしれませんけども、これのミニ版といいますか、わかりやすい、多分これを普通

の市民の方が見て、なかなか読んで理解しようと途中まではいくんですけど、どうかなと思いま

す。これはこれであって、もっとわかりやすいですね、版をですね、作っていただくと議論もも

う少し広まるのかなということを感じました。

以上です。

内海委員 一つだけ。地域主権、地域主権とやたら聞くんですが、一丁目一番地、一体なんであ

ろうか、と。ほとんどの人が、それでどうなるんだ世の中は、なんだあれは、ということになっ

てるので、これを私はですね、極端なことを言うとこのままでも、少なくとも時代はこんなこと

になりますよ、ということを非常にこれはですね、私はある意味では価値ある提言、このまま裸

で出しても、少なくとも関係者その他は別として、時代が、こんな時代になると。これはこれで

少なくとも地域主権を私は全然知らないですからね、ほとんど県民も知らない。首長だってよく

わかんないことを言ってるよ、というレベルだと思うんですよ。私は、これはこれでも随分方向

性を示したかなあと。誇りうるべき作品だと思います。

平井知事 そろそろ議論を取りまとめたいと思いますが、私も最後にお話を聞いていただければ。

一つはですね、メッセージを明確にすべきだろうと思います。もうちょっとわかりやすく、とい

うご提言を相次いでいただいております。

私は、何のための地域主権か、ということで、これは住民の手によって地域をよくするため、

ですよと。そのことをまず第一に訴えるべきだと思います。また、国、地方を通じて究極の効率

的なサービスを提供して一番いいパフォーマンスをする、それが目標だということですとか、ま

た地域の自立と自由を保障する、国全体そういう制度を設計すべきだと、そういうメッセージを

送るべきではないかと思います。その辺にあわせて今欠けているところの住民だとかＮＰＯとの

関わりの部分をですね、これをもうちょっと書き起こしたほうがいいかもしれませんが、そうい

うテーマも加えながらメッセージを出したらいいんじゃないかなというふうに思います。細かい

ところで事務分担がどうだとか、そんな色んな議論がありえるでしょうから、それは今後色んな

方々で議論を増していくことを前提にしてですね、まずはステレオタイプとして打ち出すという

ことがいいのではないかと思います。

あと、今、水野委員の方からもお話がありましたけれども、やはり住民の皆さんは地域主権に

ついてこれを題材にして議論したほうがいいと思います。

例えば春のうちに提言をとりまとめて世の中に発表して、全国からの参加を募ってですね、秋ご

ろにフォーラムといいますか、こういうことを話し合うようなそういう場をもってですね、色々

と住民の皆さんとかあるいはＪＣの皆さんと色んなところに出かけて行って、これからの地域主

権についてどういうふうに考えるか、向き合うべきか、住民として地域として、そういうテーマ

でですね、議論していく場をどんどん作っていく必要があると思います。

夏頃以降さらに次の段階、国全体の地域主権の議論が動いていくと思います。今の政権の中を
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みていますと皆が言いたいことを言い合うということがだんわかってきまして、沖縄の普天間基

地をみてもですね、みんなばらばらのことを言っているわけでありますが、ほんとに仲が悪いの

かな、と思って個別に色んな話を聞くとほんとに仲が悪かったりしますけれども。これからどん

な議論が進むかよくわからない、と、地域主権はまさにそうだと。総務省の原口大臣はものすご

いこれに傾倒してまして、一生懸命やろうと。鳩山総理はいい人ですから、そうだそうだ、と言

って引っ張ってくれているわけですが。片方で国土交通大臣だとか農林大臣だとか権限関係が明

確にあるところはですね、今から反対するぞ、とういう姿勢が見えるような気がします。ですか

ら、これについては議論が多分迷走してくると思うんですけども、ただ、えいやぁっと今年の１

２月になりますと、ぽっと決まってしまうかもしれません。ですから我々もですね、住民の皆さ

んを巻き込んで一緒に勉強をしていく必要があると思いますし、出来るところからＮＰＯや住民

の皆さんと地域づくりを実践活動でやっていくことでここに書かれているようなことをですね、

部分的に実現していくべきなのかなと思います。そういう意味で提言をどう出していくか、坂口

委員だとか皆さんのご関心のこととあわせて水野委員がおっしゃるように、県内でどういう風に

これを具体的にですね、議論を喚起をして中身を実現していくか、というところもあわせてこれ

から我々努力していかなければならないんじゃないかなと思いました。

林企画部長 ありがとうございました。色々ご意見を頂戴いたしました。いただいた意見につ

いて、冒頭にも申し上げましたけれども提言の中に盛り込んで、また皆さんにもご覧いただいて

整理していきたいというふうに考えております。それから提言自体わかりやすくといいますか、

ビジュアルなというか、もう少し簡素でビジュアルなものも考えていきたいというふうに思って

いるところでございます。

それから、この使い方でございますけれども、知事のほうからもお話しましたように、国に、

ということもありますし、それから今ありました、我々の方でも県内のタウンミーティングとい

うような形のものを考えていきたいと思っておりますし、それから県と市町村で色んな事務の整

理を今やっております。そういうところでのたたき台にも使えるというふうに考えているところ

でございます。あわせて今知事のほうからもありましたけれど、外への打ち出しというのも再度

考えてまいりたいというふうに思っておるとこでございます。

だいたいこういう整理をする、ということで皆さんご了解をいただけますでしょうか。

それではそういうかたちで整理をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

事務局、その他ありますか？

委員の皆さんのほうから何かございますでしょうか？

それでは大変、４回にわたりまして色々ご支持いただきましてありがとうございました。最後

に知事のほうから。

平井知事 皆様にはほんとに心からのありがとうと感謝の言葉を申し上げたいと思います。地域

主権というのはたった一人の力だとか行政機関だけの元でできるものではないんだと思うんで
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す。今も計らずも４回目の議論をしておりましたが、やはり住民が主役で地域が主役になるとい

うことはどういうことか。それについての皆さんの熱い思いが出てきたなと思いました。多分、

間違いなくそういうことだと思んです。この地域主権を本当の意味で住民の手による地域を作り

変えていき、国を壊して再構成していく、そういう明確な指標として、これから鳥取発で世の中

を変えていけるように皆でがんばっていければと思います。

本当に４回にわたりましてご足労いただきましたし、その間にですね、事務局と大変な議論を

していただきまして、今日までたどりつきました。皆様に感謝を申し上げ、そしてさらに最終形

をですね、皆様とともにもうしばらく時間をかけて作りあげていくことをお約束申し上げまして、

お礼の言葉にさせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

［文責：企画課］


